
別紙様式２
整理番号 １

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成24年度～平成27年度（4年間）

事業実施地区名 大杉谷(おおすぎだに) 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） （石川県） 石川森林管理署

事業の概要・目的 大杉谷地区は、白山連峰から延びる白山釈迦ヶ岳の西側斜面に位置し、地形
は急峻で深く刻まれた大起伏山地が形成され、地質は表層に風化が進んだ礫岩
が露出し全般的に脆弱な地質構造である。

平成２３年８月の台風により山腹崩壊が発生し、堆積した土砂が土石流となっ
て下流部へ流下し渓岸浸食を及ぼした。現在も渓流には不安定土砂が大量に堆
積しており、降雨時には下流域へ濁水が流出するなど不安定な状況が続いてい
る。今後も集中豪雨等により、下流域の保全対象に甚大な被害を及ぼす恐れが
ある。また、地元漁協からは早期復旧を求められている。

このため、渓間工を施工することにより、下流域の保全並びに保安林機能の増
進を図ることを目的に当事業を実施する。

・ 主な事業内容 ： 渓間工 ４基

・ 主な保全対象 ： 市林道

・ 総 事 業 費 ： ３２２,０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ５２０,３８５ （千円）

総 費 用（Ｃ） ２９５,５５９ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．７６

評価結果 ・ 必要性 ： 渓流には大量の不安定土砂が堆積し、放置すれば今後の集中豪
雨等により下流域の保全対象に大きな被害を及ぼす恐れがあること
から、当事業の実施により下流域の保全並びに水土保全機能の発
揮の必要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、荒廃渓流の復旧が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、復旧対策に
より林地崩壊等の発生や下流域への被害など、山地災害の防止効果につい
て、効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ２

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備 事業計画期間 平成２４年度(１年間)

事業実施地区名 目附谷（めっこだに） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） （石川県） 石川森林管理署

事業の概要・目的 目附谷地区は、石川県白山市尾添大汝国有林に位置し、霊峰白山を源とし日
本海に注ぐ石川県随一の河川、手取川の支流である尾添川上流、丸石谷水源部
地区である。

事業対象地は、スギ主体の人工林であるが、林木の生長に伴い林分が過密状
態となっており、下層植生が衰退し、表土流出の恐れが高くなっていることから、
本数調整伐の実施により生長促進と林内照度を確保し、保安林機能の増進を図
るものである。

・ 主な事業内容 ： 本数調整伐 ３０.８９ ha
丸太筋工 ７７２ ｍ

・ 主な保全対象 ： 人家、県道、田畑

・ 総 事 業 費 ： ７，７２５ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ４８，１７５ （千円）

総 費 用（Ｃ） ７，４２８ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ６．４９

評価結果 ・ 必要性 ： 当地区の状況から、放置すれば今後の集中豪雨等により林地
荒廃が発生する恐れが非常に高く、保安林機能の低下が懸念さ
れる。
水土保全機能の発揮による下流域の保全等、当事業実施の必

要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、保安林機能の強化が図られ、水土保全
機能の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められ
る。

新規地区採択に当たっての審査項目(チェックリスト)、費用対効果分析
及び各観点からの評価を踏まえて、総合的かつ客観的に検討したところ、
事業実行により水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果
について、効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ３

事 前 評 価 個 表

事業名 防災林造成 事業計画期間 平成２４年度～平成２９年度(６年間)

事業実施地区名 北潟湖（きたがたこ） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (福井県) 福井森林管理署

事業の概要・目的 北潟地区は、福井県あわら市に所在し、日本海と坂井北部改良区との間に位置
する北潟国有林内に位置している。また、越前加賀海岸国定公園第1種特別地域
に位置し、自然環境、景観の維持、保全及び防潮等保安林機能の発揮に関する
地域の要請等地元住民の関心も高いことから早急な対策が望まれている地区で
ある。
当地区は、平成２３年３月に発生した暴風に伴う風浪により、防潮護岸工・消波

工の破損・沈下が発生している。
このため、これらの要請に応えながら、農地、防潮護岸工等治山施設の再度の

被災を防止・保全並びに防潮機能の維持・向上を図るものである。

・ 主な事業内容 ： 突堤工 ２ 基
防潮護岸工 ６３ ｍ
消波工 ５０ ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 ４０９．５ m2

・ 主な保全対象 ： 農地、治山施設

・ 総 事 業 費 ： ５９６，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ８５７，２５５ （千円）

総 費 用（Ｃ） ５２４，４６３ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．６３

評価結果 ・ 必要性 ： 防潮護岸工・消波工の破損・沈下を放置すれば、今後の風浪等に
より荒廃拡大による治山施設の被災、山腹斜面の崩壊が発生する恐
れが非常に高い。
当事業の実施により、防潮機能が発揮され後背地の保全等、必要

性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、治山施設の破損･沈下の復旧が図られ防潮
機能の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、復旧対策に
より治山施設の被災等の発生や後背地等への被害などの災害の防止効果につ
いて、効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ４

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備 事業計画期間 平成２４年度(１年間)

事業実施地区名 笹子川・黒曽川 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (ささこかわ・くろそかわ) 事業実施主体 三重森林管理署

(三重県)

事業の概要・目的 笹子川・黒曽川地区は、三重県津市芸濃町 赤坂国有林に位置し、ほぼ全域
が水源かん養保安林となっており、下流には農業用水を目的とした安濃ダム、林
道等の保全対象が所在している。
事業対象地はスギ・ヒノキが主体の人工林であるが、保育等の遅れから林

分が過密状態となっており、下層植生の衰退と表土流出がみられる。
本事業は今後の降雨等により表土の流出が進行し、浸食・崩壊が懸念されるた

め、本数調整伐と丸太筋工の実施により林床植生の回復及び保安林機能の回復
を図るとともに、災害に強い森林を造成するため事業を実施する。

・ 主な事業内容 ： 本数調整伐 １５.７１ ha
丸太筋工 ２００ ｍ

・ 主な保全対象 ： ダム、林道

・ 総 事 業 費 ： ３，５００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） １１，０１９ （千円）

総 費 用（Ｃ） ３，３６５ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．２７

評価結果 ・ 必要性 ： 当地区の状況から、このまま放置すれば下層植生が衰退し、林地
荒廃による土砂流出が発生する恐れが非常に高い。
水土保全機能の発揮による下流域への保全等、当事業実施の必

要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、保安林機能の強化が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業実行に
より水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果について、効
率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ５

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備 事業計画期間 平成２４年度(１年間)

事業実施地区名 白山川(はくさんかわ) 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (三重県) 三重森林管理署

事業の概要・目的 白山川地区は、三重県津市の南西部に位置する深谷国有林で、室生赤目青
山国定公園に指定されている上、ほぼ全域が水源かん養保安林となっており、
自然環境の維持・保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に関する地域の
要請は高く、国有林の下流では豊富な水を利用しあまご養殖等が営まれてい
る。
事業対象地はスギ・ヒノキが主体の人工林であるが、林木の生長に伴い林

分が過密状態となっており、下層植生が減退または消滅し、表土流出の恐れが高
くなっていることから、本数調整伐の実施により林床植生の回復及び保安林機能
の回復を図るとともに、災害に強い森林を造成するため事業を実施する。

・ 主な事業内容 ： 本数調整伐 ９.７９ ha

・ 主な保全対象 ： 人家、県道

・ 総 事 業 費 ： ２，２００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ９，０８７（千円）

総 費 用（Ｃ） ２，１１５（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ４．３０

評価結果 ・ 必要性 ： 当地区の状況から、このまま放置すれば下層植生が衰退し、林地
荒廃による土砂流出が発生する恐れが非常に高い。
水土保全機能の発揮による下流域への保全等、当事業実施の必

要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、保安林機能の強化が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業実行に
より水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果について、効
率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ６

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名 瀬戸山谷（せとやまだに） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (滋賀県) 滋賀森林管理署

事業の概要・目的 瀬戸山谷地区は、滋賀県米原市甲津原 奥伊吹国有林に位置し、下流域には
人家及び姉川ダム等の保全対象が所在する。
事業対象地はスギ・ヒノキが主体の林分であるが、林木の生長に伴い造林地の

多くが過密状態となっており、下層植生の衰退が見られ、表土流出や山腹崩壊が
危惧される状況にある。
このため、本数調整伐の実施により、林内下層植生の回復を促し水土保全機能

の維持・向上を図るため事業を実施する。

・ 主な事業内容 ： 本数調整伐 ４３．３８ ha

・ 主な保全対象 ： 人家、県道、ダム

・ 総 事 業 費 ： ９，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ４５，９４１ （千円)

総 費 用（Ｃ） ８，６５４ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ５．３１

評価結果 ・ 必要性 ： 当地区の状況から、このまま放置すれば下層植生が衰退し、林地
荒廃による土砂流出が発生する恐れが非常に高い。

水土保全機能の発揮による下流域への保全等、当事業実施の必
要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、保安林機能の強化が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業実行
により水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果について、
効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ７

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名 氷室（ひむろ） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (兵庫県) 兵庫森林管理署

事業の概要・目的 氷室地区は兵庫県加古川市志方町の加古川下流 清水坂国有林に位置する。
平成２３年９月の台風12号による豪雨により山腹崩壊が発生し、お寺・人家・老

人福祉施設・乗馬クラブ等へ土砂が流出した。 流出した土砂は人家の基礎部を
浸食し、民有地内へ被害をもたらした。現在も崩壊地内には不安定土砂・倒木が堆
積しており、降雨等には土砂の流出も見られる。今後も集中豪雨等により崩壊地の
拡大が進み下流域の保全対象に甚大な被害を及ぼす恐れがある。

このため、山腹工を施工することにより、下流域の保全並びに保安林機能の強
化を図るとともに、斜面の安定を図るものである。

・ 主な事業内容 ： 山腹工 １．３１ ha （２箇所）

・ 主な保全対象 ： 人家、公共施設、県・市道

・ 総 事 業 費 ： １３２，３５６ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ３４５，８４５ （千円)

総 費 用（Ｃ） １２７，２６５ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．７２

評価結果 ・ 必要性 ： 山腹崩壊地の状況から、放置すれば今後の集中豪雨等により崩
壊地が拡大し、下流保全対象に被害を及ぼす恐れがあること及び水
土保全機能の発揮による下流域への保全等、当事業実施の必要性
が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、山腹崩壊地の復旧が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業実行
により水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果について、
効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ８

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名 西牧（にしまき） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (兵庫県) 兵庫森林管理署

事業の概要・目的 西牧地区は兵庫県加古川市志方町の加古川下流 清水坂国有林に位置する。
平成２３年９月の台風12号による豪雨により山腹崩壊が発生し、田畑・ため池へ

土砂が流出した。 流出した土砂は田畑・ため池に堆積し、民有地内へ被害をもた
らした。現在も崩壊地内には不安定土砂・倒木が堆積しており、降雨等には土砂の
流出も見られる。今後も集中豪雨等により崩壊地の拡大が進み下流域の保全対象
に甚大な被害を及ぼす恐れがある。

このため、山腹工を施工することにより、下流域の保全並びに保安林機能の強
化を図るとともに、斜面の安定を図るものである。

・ 主な事業内容 ： 山腹工 ０．２３ ha （２箇所）

・ 主な保全対象 ： 県・市道、田畑

・ 総 事 業 費 ： ２６，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ６０，４５０ （千円)

総 費 用（Ｃ） ２５，０００ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．４２

評価結果 ・ 必要性 ： 山腹崩壊地の状況から、放置すれば今後の集中豪雨等により崩
壊地が拡大し、下流保全対象に被害を及ぼす恐れがあること及び水
土保全機能の発揮による下流域への保全等、当事業実施の必要性
が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、山腹崩壊地の復旧が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業実行
により水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果について、
効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ９

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名 宮谷（みやたに） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (兵庫県) 兵庫森林管理署

事業の概要・目的 宮谷地区は兵庫県加古川市志方町の加古川下流 清水坂国有林に位置する。
平成２３年９月の台風12号による豪雨により山腹崩壊が発生し、人家・水田へ大

量の土砂が流出した。 流出した土砂は民家の基礎部を浸食し、民有地内へ被害
をもたらした。現在も崩壊地内には不安定土砂・倒木が堆積しており、降雨等には
土砂の流出も見られる。今後も集中豪雨等により崩壊地の拡大が進み下流域の保
全対象に甚大な被害を及ぼす恐れがある。

このため、山腹工を施工することにより、下流域の保全並びに保安林機能の強
化を図るとともに、斜面の安定を図るものである。

・ 主な事業内容 ： 山腹工 ０．１０ ha （１箇所）

・ 主な保全対象 ： 人家、市道、田畑

・ 総 事 業 費 ： １６，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ６１，０３０ （千円)

総 費 用（Ｃ） １５，３８５ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．９７

評価結果 ・ 必要性 ： 山腹崩壊地の状況から、放置すれば今後の集中豪雨等により崩
壊地が拡大し、下流保全対象に被害を及ぼす恐れがあること及び水
土保全機能の発揮による下流域への保全等、当事業実施の必要性
が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、山腹崩壊地の復旧が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業実行
により水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果について、
効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 １０

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名 ヒラタケ谷（ひらたけたに） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (兵庫県) 兵庫森林管理署

事業の概要・目的 ヒラタケ谷地区は、兵庫県美方郡香美町の矢田川上流 桑ヶ仙国有林に位置
し、下流域の重要な水源地域となっている。
事業対象地はスギの人工造林地であるが、林木の生長に伴い樹幹の鬱閉によ

り日照条件が劣るため下層植生が減退または消滅し、降雨等により表土が流出し
樹木の根茎が露出している状態にある。今後の降雨等により表層浸食が進行し、
崩壊地の発生が懸念される状況である。

このため本数調整伐の実施により、陽光量を確保し下層植生の回復を促すと供
に崩壊地の発生を未然に防止するため事業を実施する。

・ 主な事業内容 ： 本数調整伐 ６２．７４ ha

・ 主な保全対象 ： 人家、公共施設、県・市・町道、田畑

・ 総 事 業 費 ： １３，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） １１７，６５６ （千円)

総 費 用（Ｃ） １２，２０４ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ９．６４

評価結果 ・ 必要性 ： 当地区の状況から、このまま放置すれば下層植生が衰退し、林地
荒廃による土砂流出が発生する恐れが非常に高い。

水土保全機能の発揮による下流域への保全等、当事業実施の必
要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、保安林機能の強化が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業実行
により水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果について、
効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 １１

事 前 評 価 個 表

事業名 奥地保安林保全緊急対策 事業計画期間 平成２４年度～平成２５年度 (２年間)

事業実施地区名 入谷（いりたに） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） （奈良県） 奈良森林管理事務所

事業の概要・目的 入谷地区は、奈良県天川村、熊野川の左岸支流舟ノ川の最上流の入谷国有林に位
置している。 当地区は、我が国でも有数の多雨地帯でもあることから、下流ではその
豊富な水量を利用した水力発電が行われてきた。

平成１６年の台風や集中豪雨等により、比較的大きな山腹崩壊地が発生し、降雨等
によって崩壊地の表面浸食が継続しているため、流出した土砂が下流域へ被害を及
ぼす危険性も高く、崩壊地の下流域にある渓流も荒廃浸食が進んでいる。

今後、降雨等により更なる渓岸浸食が予想されるため、山腹工の実施により、山腹
崩壊地の拡大防止と、渓間工により崩壊地直下に堆積した大量の不安定土砂が下流
へ流出するのを防ぐと共に、荒廃した渓流の三脚固定と渓岸浸食等を防止することを
目的としている。

併せて、当地区全体にわたる水源かん養機能や土砂流出防止機能を図るため、森
林整備を一体的に実施する。

・ 主な事業内容 ： 渓間工 ２基 山腹工 ０．２８ha （１箇所）
本数調整伐 ６．２６ha 木製筋工 ５０m

・ 主な保全対象 ： 人家、公共施設、林道、村道

・ 総 事 業 費 ： １４２，５００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益(B) ８２７，２２１ （千円）

総 費 用(C) １３２，６３８ （千円）

分析結果(B/C) ６．２４

評価結果 ・必要性 ： 山腹崩壊地及び渓流荒廃を放置すれば、今後の集中豪雨等により
崩壊地の拡大と渓床に堆積している大量の不安定土砂流出が懸念さ
れ、下流の保全対象に被害を及ぼす恐れがあることから、当事業の実施
により、水土保全機能の発揮と下流域への保全等、実施の必要性が認め
られる。

・効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・有効性 ： 当事業の実施により、山腹崩壊地・荒廃渓流の復旧が図られ、水土
保全機能の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、復旧対策に
より林地崩壊等の発生や下流域への被害などの山地災害の防止効果につい
て、効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 １２

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２４年度(１年間)

事業実施地区名 鳴子谷上流（なるこだにじょうりゅう） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (和歌山県) 和歌山森林管理署

事業の概要・目的 鳴子谷上流地区は、和歌山県伊都郡高野町の紀ノ川上流に位置する高野山
国有林内の地区を対象としている。
平成２３年９月の台風１２号による豪雨により山腹崩壊が発生し、山腹斜面は

現在も不安定な状況が続いている。
当地区は下流域の重要な水源地域となっているが、現在でも山腹崩壊箇所の

表面浸食が継続しており、今後の降雨等により下流域へ甚大な被害を及ぼす恐
れがある。
このため、山腹工を施工することにより、下流域の保全並びに保安林機能の強

化を図るとともに、斜面の安定を図るものである。

・ 主な事業内容 ： 山腹工 ０．０５ ha （１箇所）

・ 主な保全対象 ： 林道

・ 総 事 業 費 ： １８，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ６１，９３４ （千円）

総 費 用（Ｃ） １７，３０８ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．５８

評価結果 ・必要性 ： 山腹崩壊地の状況から、放置すれば、今後の豪雨等により崩壊地
が拡大し、下流の保全対象に被害を及ぼす恐れがあること及び水土
保全機能の発揮による下流域への保全等、当事業実施の必要性が
認められる。

・効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・有効性 ： 当事業の実施により、山腹崩壊地の復旧が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、復旧対策
により林地崩壊等の発生や下流域への被害など、山地災害の防止効果につい
て、効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 １３

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２４年度(１年間)

事業実施地区名 中小屋谷（なかごやだに） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (和歌山県) 和歌山森林管理署

事業の概要・目的 中小屋谷地区は、和歌山県田辺市本宮町の熊野川上流に位置する大塔山国
有林内の地区を対象としている。
平成２１年の台風１８号に伴う豪雨により山腹崩壊が発生し、崩壊地下部にか

けて大量の不安定土砂が堆積し、山腹斜面は現在も不安定な状況が続いてい
る。また、平成２３年９月の台風１２号の豪雨により、下流の温泉施設に甚大な浸
水被害を及ぼしており、地元自治会より早急に復旧するよう要望(口頭)が寄せら
れている。
当地区は下流域の重要な水源地域となっているが、現在でも山腹崩壊箇所の

表面浸食が継続しており、渓流には不安定土砂が堆積している。今後の集中豪
雨等により下流域の保全対象へ甚大な被害を及ぼす恐れがある。
このため、渓間工を施工することにより、下流域の保全並びに保安林機能の強

化を図ることを目的に当事業を実施する。

・ 主な事業内容 ： 渓間工 １基

・ 主な保全対象 ： 人家、林道

・ 総 事 業 費 ： ３０，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ６１，２０７ （千円）

総 費 用（Ｃ） ２８，８４６ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．１２

評価結果 ・ 必要性 ： 渓流には大量の不安定土砂が堆積し、放置すれば今後の集中豪
雨等により下流域の保全対象に大きな被害を及ぼす恐れがあること
から、当事業の実施により下流域の保全並びに水土保全機能の発
揮のため、当事業実施の必要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、荒廃渓流の復旧が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、復旧対策に
より林地崩壊等の発生や下流域への被害など、山地災害の防止効果につい
て、効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 １４

事 前 評 価 個 表

事業名 予防治山 事業計画期間 平成２４年度～平成２６年度(３年間)

事業実施地区名 湯所（ゆところ） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） (鳥取県) 鳥取森林管理署

事業の概要・目的 湯所地区は、鳥取県東部鳥取市の市街地の北側に位置し、雁金山の東側から
山脚部に至る斜面である。
斜面全体に崩落跡、滑落崖が多数存在しており、鳥取県の土砂災害警戒区域

に指定されている。また、露頭岩には節理が多く発達し、斜面下部にはマサ化し
た箇所などの風化が進行している箇所が見受けられる。
当地区下部には、保全対象となる民家、弱者施設、公共施設等が存在してい

ることから、今後の降雨や地震等によって崩落が懸念され、甚大な被害を及ぼす
恐れがある箇所である。
このため、山腹工により下流域を保全し、保安林機能及び森林の機能を維持し

つつ、景観に配慮した対策工の実施を図るために事業を実施する。

・ 主な事業内容 ： 山腹工 ０.２０ ha （１箇所）

・ 主な保全対象 ： 人家、公共施設、市道

・ 総 事 業 費 ： ２１０,０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ４０８，２６０ （千円）

総 費 用（Ｃ） １９６，０４９ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２.０８

評価結果 ・ 必要性 ： 山腹崩壊地内は風化が進んだ斜面が多く、このまま放置すれば
今後の集中豪雨等により崩壊地の拡大によって土砂流出が懸念さ
れ、下流域の保全対象に大きな被害を及ぼす恐れが高い。
このため、山地災害予防のために、当事業の実施の必要性が認

められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、崩壊危険地の崩壊等を未然に防止し、水
土保全機能の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認めら
れる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、予防対策
により林地崩壊等の発生や下流域への被害などの山地災害の防止効果につ
いて、効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 １５

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成24年度～平成27年度（4年間）

事業実施地区名 吉田1・2（よしだ1・2） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
(都道府県名) (島根県) 島根森林管理署

事業の概要・目的 吉田1・2地区は、安来市南部の伯太川上流に位置し、地質は花崗岩で風化が
進み、特殊土壌地帯に指定されている。

平成２３年９月の台風１２号に伴う集中豪雨により、山腹崩壊が発生し、大量の
不安定土砂が倒木と共に渓流に堆積している。

当地区直下には、国有林界まで農耕地が多数介在しており、今後の降雨等に
より下流域へ甚大な被害を及ぼす恐れがある。

このため、山腹工と渓間工により山腹崩壊地の拡大防止と渓流の不安定土砂
の移動を抑止し、下流域の保全を図るため事業を実施する。

・ 主な事業内容 ： 渓間工 ６基、 山腹工 0.38ha （２箇所）

・ 主な保全対象 ： 人家、農地、林道

・ 総 事 業 費 ： ９４，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） １９２，７８６ （千円）

総 費 用（Ｃ） ８５，７８８ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．２５

評価結果 ・ 必要性 ： 渓流には大量の不安定土砂と倒木が堆積し、山腹崩壊地を放置
すれば、今後の豪雨等により崩壊地の拡大によって土砂流出が懸
念され、下流域の保全対象に被害を及ぼす恐れがあること及び水
土保全機能の発揮のため、当事業実施の必要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、山腹崩壊地・荒廃渓流の復旧が図られ、水
土保全機能の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認めら
れる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、復旧対策に
より林地崩壊等の発生や下流域への被害など、山地災害の防止効果につい
て、効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 １６

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名 小杉(こすぎ） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） （岡山県） 岡山森林管理署

事業の概要・目的 小杉地区は、高梁川流域の支流高梁川上流で岡山県新見市千屋実に位置す
る樋谷山国有林で、下流の千屋実地区等の重要な水源地域であり、国有林は、
水源かん養保安林に指定され森林の有する国土保全、水源のかん養等公益的
機能の発揮や安定的な林産物の供給等に関する要望等が高い。
平成２３年９月の台風１２号の影響による集中豪雨により林地崩壊が発生し、

谷側斜面の流木及び土砂が滑落し、渓床に流出した。現在も渓床に土砂・倒木
等が堆積しており、今後の豪雨等による土石流等により下流保全対象への被害
を及ぼす恐れがあることから、早急に施工が必要である。
このため、山腹工と渓間工により不安定土砂の移動を抑止し、下流域の保全

並びに水土保全機能の維持、向上を図るものである。

・ 主な事業内容 ： 渓間工 １基、 山腹工 ０．２２ ha （２箇所）

・ 主な保全対象 ： 人家、主要地方道、田畑

・ 総 事 業 費 ： ４５，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ６４，６８２ （千円）

総 費 用（Ｃ） ４３，２６９ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．４９

評価結果 ・ 必要性 ： 山腹崩壊地及び渓流荒廃を放置すれば、今後の集中豪雨等によ
り林地崩壊の発生と渓流荒廃・渓岸浸食の拡大及び渓床に堆積し
ている不安定土砂流出が懸念され、下流の保全対象に被害を及ぼ
す恐れがあることから、水土保全機能の発揮のため、当事業実施の
必要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、荒廃渓流の復旧が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、復旧対策に
より林地崩壊等の発生や下流域への被害などの山地災害の防止効果につい
て、効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 １７

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名 岡成、奥津川(おかなり、おくつがわ）
事業実施主体 近畿中国森林管理局

（都道府県名） （岡山県） 岡山森林管理署

事業の概要・目的 岡成、奥津川地区は、吉井川流域の支流加茂川で岡山県津山市大吉に位置
する津川山国有林で、下流の加茂町下津川・奥津川・三浦地区の重要な水源地
域であり、国有林は、水源かん養保安林に指定され森林の有する国土保全、水
源のかん養等公益的機能の発揮や安定的な林産物の供給等に関する要望等が
高い。
事業対象地は、スギ、ヒノキが主体の人工林であるが、林木の生長に伴う樹幹

の鬱閉により日照条件が劣るため下層植生が減退または消滅し、降雨等により
表層が流出し樹木の根茎が露出している状態にある。
本事業は今後の降雨等により表層浸食が進行し、風倒等による崩壊地の発生

を防止するため、本数調整伐の実施により林床植生の回復を促し、早急に保安
林機能の回復を図るものである。

・ 主な事業内容 ： 本数調整伐 ２７．５１ ha

・ 主な保全対象 ： 人家、田畑、ダム、市道、林道

・ 総 事 業 費 ： ５，５００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ２２，６５０ （千円）

総 費 用（Ｃ） ５，２８８ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ４．２８

評価結果 ・ 必要性 ： 当地区の状況から、このまま放置すれば下層植生が衰退し、林
地荒廃による土砂流出が発生する恐れが非常に高い。
水土保全機能の発揮による下流域への保全等、当事業実施の必

要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、保安林機能の強化が図られ、水土保全機
能の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業実行
により水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果について、
効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 １８

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名 指谷山1052（ゆびたにやま1052） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） （広島県） 広島北部森林管理署

事業の概要・目的 指谷山１０５２地区は、広島県庄原市高野町の江の川上流の指谷山国有林内
に位置し、下流域の重要な水源地域となっている。
平成２１年７月の梅雨前線による集中豪雨により、渓流が荒廃し、渓流内には

不安定土砂が大量に堆積しており渓岸浸食も著しいため、今後の降雨等により
下流域へ甚大な被害を及ぼす恐れがある。
このため、渓間工を施工することにより土砂流出の抑止並びに渓床の安定と山

脚固定を行い、下流域の保全並びに保安林機能の増進を図るものである。

・ 主な事業内容 ： 渓間工 ２基

・ 主な保全対象 ： 県道

・ 総 事 業 費 ： ２８，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ３２，４７４ （千円）

総 費 用（Ｃ） ２６，９２３ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．２１

評価結果 ・ 必要性 ： 渓流には大量の不安定土砂が堆積し、放置すれば今後の集中豪
雨等により下流域の保全対象に大きな被害を及ぼす恐れがあること
から、当事業の実施により下流域の保全並びに水土保全機能の発
揮のため、当事業実施の必要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、荒廃渓流の復旧が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、復旧対策に
より林地崩壊等の発生や下流域への被害など、山地災害の防止効果につい
て、効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 １９

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備 事業計画期間 平成２４年度～平成２５年度（２年間）

事業実施地区名 宇遠木山32・33（うとぎやま32・33）
事業実施主体 近畿中国森林管理局

（都道府県名） （広島県） 広島北部森林管理署

事業の概要・目的 宇遠木山３２・３３地区は、広島県三次市布野町の江の川上流の宇遠木山国有
林内に位置し、下流域の重要な水源地域となっている。

事業対象地はスギ・ヒノキが主体の人工林であるが、林木の生長に伴う樹幹の
鬱閉により日照条件が劣るため下層植生が消滅しつつあり、表土流出の恐れが
高くなっている。

このため、本数調整伐及び除伐の実施により陽光量を確保し、下層植生の回
復を促す。また、衰退した箇所には丸太筋工を施工し、下流域の保全並びに保安
林機能の増進を図るものである。

・ 主な事業内容 ： 本数調整伐 73.29ha、 除伐 15.85ha

・ 主な保全対象 ： 人家、農地、市道

・ 総 事 業 費 ： １８，４００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ４８，９９８ （千円）

総 費 用（Ｃ） １７，３７８ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．８２

評価結果 ・ 必要性 ： 当地区の状況から、このまま放置すれば下層植生が衰退し、林
地荒廃による土砂流出が発生する恐れが非常に高い。
水土保全機能の発揮による下流域への保全等、当事業実施の必

要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、保安林機能の強化が図られ、水土保全機
能の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業実行
により水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果について、
効率的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ２０

事 前 評 価 個 表

事業名 復旧治山 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名 宇品山（うじなやま） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） （広島県） 広島森林管理署

事業の概要・目的 宇品山地区は、広島県広島市南区の太田川下流に位置する宇品山国有林内に
位置している。
当地区は、平成２３年６月の集中豪雨により山腹斜面の崩落が発生し、現在も、

崩落斜面及び周辺の風化は進んでおり、風化した岩盤の剥離もみられることから
早急な復旧が必要である。
施工地上部には集落が位置しており、隣接する産業施設においても、崩壊の拡

大による被害が懸念されており、地域住民からも山腹斜面安定対策の要望が出さ
れている。
このため、山腹工を施工することにより、周辺区域及び施設等の保全並びに保

安林機能の増進を図るとともに、斜面の安定を図るものである。

・ 主な事業内容 ： 山腹工 ０．０１ha （１箇所）

・ 主な保全対象 ： 人家、産業施設、県道

・ 総 事 業 費 ： ２，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ７，０７９ （千円）

総 費 用（Ｃ） １，９２３ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．６８

評価結果 ・ 必要性 ： 山腹斜面を放置すれば、今後の集中豪雨等により崩落拡大による
山腹崩壊が発生し、周辺の保全対象に被害を及ぼす恐れが非常に
高いことから、土流保全機能の発揮並びに周辺の保全等のため当事
業実施の必要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、山腹斜面の復旧、安定が図られ水土保全機
能の発揮が見込まれることから、有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、復旧対策に
より林地崩壊等の発生や下流域等への被害などの山地災害の防止効果につい
て、効率的に計画されいるものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ２１

事 前 評 価 個 表

事業名 予防治山 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名 畑山（はたやま） 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） （広島県） 広島森林管理署

事業の概要・目的 畑山地区は、広島県広島市西区の太田川下流に位置する畑山国有林内に位
置し山腹崩壊危険地区に指定されている。
当地区は、近年の局地的集中豪雨により表土流出による、近接民家への土砂

の流入が度々発生しており、今後の集中豪雨等により山腹崩壊が懸念され、甚
大な被害を及ぼす恐れがある。保全対象となる民家や老人福祉施設からも山腹
崩壊予防対策の要請がある。
このため、山腹崩壊予防対策を早期に実施し、災害の未然防止に努め保全対

象の安全確保を図るために事業を実施する。

・ 主な事業内容 ： 山腹工 ０．１０ha （１箇所）

・ 主な保全対象 ： 人家、老人福祉施設、田畑、市道

・ 総 事 業 費 ： ７０，０００ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） １５３，７９３ （千円）

総 費 用（Ｃ） ６７，３０８ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．２８

評価結果 ・ 必要性 ： 山腹崩壊危険地区に指定されており、近年の集中豪雨時の土砂
流出状況を加味すると、今後の集中豪雨等により山腹崩壊が発生
する恐れが非常に高い。
このため、山腹工により隣接する住宅地等を保全し、保安林機能

の高度発揮のため当事業を実施する必要性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、山腹崩壊危険地の崩壊を未然に防止し、
水土保全機能の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認め
られる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、予防対策
により林地崩壊等の発生や下流域への被害などの山地災害の防止効果につ
いて、効率的に計画されいるものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ２２

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備 事業計画期間 平成２４年度（１年間）

事業実施地区名
宮ノ谷上流・栃谷川上流（みやのたに 近畿中国森林管理局

（都道府県名）
じょうりゅう・とちたにがわじょうりゅう） 事業実施主体 広島森林管理署

（広島県）

事業の概要・目的 宮ノ谷上流及び栃谷川上流は、広島県安芸郡海田町の瀬野川中流 一飯谷国
有林内に位置し、下流域には人家、国道等、鉄道施設等の保全対象が所在してい
る。
事業対象地はスギ・ヒノキが主体の人工林であるが、保全対象に近接しており、

林内は林木の生長に伴う樹幹の鬱閉により日照条件が劣るため下層植生の衰退
と表土流出がみられる。
本事業は、今後の集中豪雨等により表土の流出が進行し、浸食・崩壊が懸念さ

れるため、本数調整伐と丸太筋工の実施により林内下層植生の回復を促し、保安
林機能の早期回復を図ることとしたい。

・ 主な事業内容 ： 本数調整伐 ５５．８６ｈａ
丸太筋工 １．００ｋｍ

・ 主な保全対象 ： 人家、鉄道、国・県道、田畑

・ 総 事 業 費 ： １１，４４６ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ７４，１９３ （千円）

総 費 用（Ｃ） １１，００６ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ６．７４

評価結果 ・ 必要性 ： 当地区の状況から、放置すれば今後の集中豪雨等により林地荒
廃が発生する恐れが非常に高く、保安林機能の低下が懸念される。
水土保全機能の発揮による下流域の保全等、当事業実施の必要

性が認められる。

・ 効率性 ： 費用対効果分析の結果から、事業の効率性が認められる。

・ 有効性 ： 当事業の実施により、保安林機能の強化が図られ、水土保全機能
の発揮が見込まれることから、事業の有効性が認められる。

新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分析及び
各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業実行に
より水土保全機能の充実が図られ、下流域等への被害防止効果について、効
率的に計画されいるものと認められる。




